
芳丸都市計画概要 凡　　例
都 市 計 画 区 域

市 街 化 区 域

地 域 地 区 の 境 界 線

駐 車 場 整 備 地 区

火 葬 場

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

田 園 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

本市には、第二種住居地域、工業地域、工業専用地域の指定はありません。

生 産 緑 地 地 区

特 別 緑 地 保 全 地 区

地 域 冷 暖 房 施 設

一 団 地 の 住 宅 施 設

ごみ焼却場 ・ ごみ処理場

都市計画公園 ・ 緑地

地 区 計 画 区 域

都市計画流域下水道

土地区画整理事業区域

新住宅市街地開発事業区域

都 市 計 画 道 路

都 市 高 速 鉄 道

市 街 化 調 整 区 域

都 市 計 画 河 川

熱 供 給 基 幹 施 設

芳3・3・16
25ｍ

一低

Ⅰ・準
100/50

上段：用途地域
下段：容積率/建蔽率
下段：高度地区 ・ 防火・準防火地域

一低

二低

二中

一中

一住

準住

田住

近商

商業

準工

●都市計画区域

●都市計画道路
幹線街路 街区公園

区画街路

特殊街路

●都市計画公園

●都市計画緑地

●市街化区域及び市街化調整区域

●用途地域

●防火地域・準防火地域

●日影規制

●生産緑地地区

●用途地域による建築物の用途制限の概要

令和3年2月1日現在の都市計画決定状況

都市計画区域面積（約　ha）

市街化区域（約　ha）

1,653.6 88.6

94.9%

種 類

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

準 住 居 地 域

田 園 住 居 地 域

容 積 率
50% 123.2 7.5

36.9
15.4
59.8

610.9
254.9
989.0

80%

昭和48年11月1日
溝淵県告示第1301号

昭和49年3月5日
溝淵県告示第388号

昭和59年10月17日
溝淵県告示第1006号

昭和62年9月22日
溝淵県告示第973号

平成元年10月11日
溝淵県告示第号1032号

平成3年8月1日
溝淵県告示第804号

平成4年5月8日
溝淵県告示第499号

平成9年3月21日
溝淵県告示第300号

平成16年5月31日
溝淵県告示第487号

平成23年1月21日
溝淵県告示第55号

昭和48年11月1日
溝淵県告示第1301号

平成23年1月21日
溝淵県告示第55号

溝淵県条例第43号
昭和53年7月14日公布
昭和53年10月12日施行

最終改正
溝淵県条例第153号
平成17年12月22日

100%
小 計

100% 40.6 2.5
0.3
15.0
17.7

4.6
247.9
293.1

150%
200%

小 計
3.4
2.2
5.6

56.3
36.8
93.1

150%
200%

小 計
0.9
1.6
2.5

14.3
26.4
40.6

150%
200%

小 計

近 隣 商 業 地 域
0.3
3.8
4.2

5.8
63.6
69.4

200%
300%

小 計

商 業 地 域

種 類

86.8 5.3

48.5

53.7

801.8

888.7

準 防 火 地 域

用 途 地 域

種 類

生産緑地地区 平成5年6月15日　
令和2年1月6日　24.42

面積(約 ha）

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田 園 住 居 地 域

軒高が7mを越えるか
地上3階以上の建築物 1.5m

4.0m

4.0m

高さが10mを越える
建築物

高さが10mを越える
建築物

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第 一 種 住 居 地 域
第 二 種 住 居 地 域
準 住 居 地 域
近 隣 商 業 地 域
準 工 業 地 域

規制される建築物 条 例測 定 水 平 面
（平均地盤面からの高さ）

防 火 地 域

面積(約 ha) 対市街化区域面積比率(%)

0.8
0.3
1.2

13.3
5.8
19.1

500%
600%

小 計

3.7
3.7

61.0
61.0

200%
小 計

準 工 業 地 域
4.8
4.8

100.0

79.3
79.3

1,653.6

200%
小 計

合 計

0.4
0.4

6.4
6.4

60%
小 計

0.1
0.1

2.3
2.3

100%
小 計

比 率 決定・変更年月日
告 示 番 号

当初決定・最終変更年月日
告 示 番 号

当初決定・最終変更年月日
告 示 番 号

面積（約 ha）

5.1%

市街化調整区域（約　ha） 決定・変更年月日・告示番号
昭和45年12月21日　
昭和57年1月7日
平成3年8月1日
平成9年3月21日
平成16年5月31日

1,742
当初決定年月日・告示番号

昭和41年4月29日・都市省告示第629号

溝淵県告示第1309号
溝淵県告示第12号
溝淵県告示第803号
溝淵県告示第299号
溝淵県告示第1201号

四捨五入しているため小計・合計の端数は一致しない場合がある。

四捨五入しているため小計・合計の端数は一致しない場合がある。

※規制される日影とは、冬至日における真太陽時の午前8時から午後4時までの間に生ずる日影。

　日影規制の範囲は、左図のように境界
線から外側へ水平距離で5mを越える範囲
と10mを越える範囲の2区分で規制されま
す。
　規制される日影時間等、詳しい内容は
溝淵県建築指導事務所にお問い合わせく
ださい。

 

  

          
 
  
 
 
  用途地域内の建築物の用途制限 
 
    ○ 建てられる用途 
 
    × 建てられない用途 
 
   ①、②、③、④、▲、■：面積、階数等の制限あり 
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      備       考 

 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ ○  ○  ○  ○  ○  ×  

 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面 
 積の２分の１未満のもの 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ×  非住宅部分の用途制限あり。 

 
 店 
 
 
 
 舗 
 
 
 
 等 

 店舗等の床面積が150㎡以下のもの  ×  ①  ②  ③  ○  ○  ○ ①  ○  ○  ○  ○  ④  ① 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、 
  建具屋等のサービス業用店舗のみ。 
  ２階以下 
 ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、 
損保代理店・銀行の支店・宅地建 

  物取引業者等のサービス業用店舗のみ。 
２階以下 
 ③ ２階以下 
 ④ 物品販売店舗及び飲食店を除く。 
■ 農産物直売所、農家レストラン等のみ。 
  ２階以下 

 店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの  ×  ×  ②  ③  ○  ○  ○ ■  ○  ○  ○  ○  ④ 
 店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの  ×  ×  ×  ③  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ④ 

 店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ④ 

 店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ④ 

 店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ○  ×  × 

 
 事 
 
 務 
 
 所 
 
 等 

 事務所等の床面積が150㎡以下のもの  ×  ×  ×  ▲  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  
 
 
 
 ▲２階以下 

 事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの  ×  ×  ×  ▲  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○ 

 事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの  ×  ×  ×  ▲  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○ 

 事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○ 

 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○ 

 ホテル、旅館  ×  ×  ×  ×  ▲  ○  ○ ×  ○  ○  ○  ×  ×  ▲3,000㎡以下 
 
 
 遊
 戯
 施
 設
 ・ 
 風
 俗
 施
 設 

 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場等 

バッティング練習場等 

 ×  ×  ×  ×  ▲  ○  ○ ×  ○  ○  ○  ○  ×  ▲3,000㎡以下 
 カラオケボックス等  ×  ×  ×  ×  ×  ▲  ▲  ×  ○  ○  ○  ▲  ▲  ▲10,000㎡以下 

 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等  ×  ×  ×  ×  ×  ▲  ▲  ×  ○  ○  ○  ▲  ×  ▲10,000㎡以下 

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ▲  ×  ○  ○  ○  ×  ×  ▲客席及びナイトクラブ等の用途に 
供する部分の床面積200㎡未満 

 キャバレー、個室付浴場等  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ▲  ×  ×  ▲個室付浴場等を除く。 

 
 
 
 
 公 
 共 
 施 
 設 
 ・ 
 病 
 院 
 ・ 
 学 
 校 
 等 

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ×  ×  

 大学、高等専門学校、専修学校等  ×  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ×  ×  

 図書館等  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ×  

 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

 神社、寺院、教会等  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

 病院  ×  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ×  ×  

 公衆浴場、診療所、保育所等  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ×  

 老人福祉センター、児童厚生施設等  ▲  ▲  ○  ○  ○  ○  ○  ▲  ○  ○  ○  ○  ○  ▲600㎡以下 

 自動車教習所  ×  ×  ×  ×  ▲  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ▲3,000㎡以下 

 
 
 
 
 
 
 工 
 
 
 
 場 
 
 
 
 ・ 
 
 
 
 倉 
 
 
 
 庫 
 
 
 
 等 

 単独車庫（附属車庫を除く）  ×  ×  ▲  ▲  ▲  ▲  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ▲300㎡以下 ２階以下 

 建築物附属自動車車庫 
  ①②③については、建築物の延べ面積の１／２以下かつ 
備考欄に記載の制限 

 ①  ①  ②  ②  ③  ③  ○  ①  ○  ○  ○  ○  ○  ① 600㎡以下１階以下   ③ ２階以下 
 
 ② 3,000㎡以下２階以下 ※一団地の敷地内について別に制限あり。 

 ※一団地の敷地内について別に制限あり。  倉庫業倉庫  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  

 自家用倉庫  ×  ×  ×  ①  ②  ○  ○  ■  ○  ○  ○  ○  ○ 
① ２階以下かつ1,500㎡以下 
② 3,000㎡以下 
■ 農産物及び農業の生産資材を貯蔵する 
ものに限る。 

 畜舎（15㎡を超えるもの）  ×  ×  ×  ×  ▲  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  ▲3,000㎡以下 

 パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転 
 車店等で作業場の床面積が50㎡以下 

 ×  ▲  ▲  ▲  ○  ○  ○  ▲  ○  ○  ○  ○  ○  原動機の制限あり。  ▲２階以下 

 危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場  ×  ×  ×  ×  ①  ①  ①  ■  ②  ②  ○  ○  ○  原動機・作業内容の制限あり。 
 作業場の床面積 
 ① 50㎡以下   ② 150㎡以下 
 ■ 農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵する 
ものに限る。 

 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ②  ②  ○  ○  ○ 

 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ○ 

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○  

 自動車修理工場  ×  ×  ×  ×  ①  ①  ②  ×  ③  ③  ○  ○  ○ 原動機の制限あり。 作業場の床面積 ① 50㎡以下 ② 150㎡以下 ③ 300㎡以下 

  
 
 
 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯 
 
 蔵・処理の量 

 量が非常に少ない施設  ×  ×  ×  ①  ②  ○  ○  ×  ○  ○  ○  ○  ○  
 
 ① 1,500㎡以下 ２階以下 
 
 ② 3,000㎡以下 

 量が少ない施設  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ○  ○  ○ 

 量がやや多い施設  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○  ○ 

 量が多い施設  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ○  ○ 

（注）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、全ての制限について掲載したものではない。  

1.5m
4.0m

平均地盤面 平均地盤面水平測定面 水平測定面

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

田園住居地域

左記、商業地域、工業地域
及び準工業地域を除く
その他の用途地域

敷地境界線

建築物

真北

10ｍ
5ｍ

5mライン

10mライン

芳丸市告示第53号
芳丸市告示第2号

路 線 番 号
　 路 線 名 　 代 表 幅 員( m ) 延長(約 m)

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号

2・2・1 0.31

公 園 名

駅 西 街 区 公 園

2・2・2 0.10駅 南 直 近 公 園

2・2・3 0.06駅 南 第 一 公 園

2・2・4 0.11駅 南 第 二 公 園

2・2・5 0.13駅 北 第 一 公 園

2・2・6 0.05駅 北 第 二 公 園

2・2・7 0.38入 沢 公 園

2・3・8 1.39加 福 北 公 園

2・2・9 0.09ひ よ ど り 公 園

2・2・10 0.15あ か げ ら 公 園

2・2・11 0.15ひ ば り 公 園

2・2・12 0.13あ お じ 公 園

2・2・13 0.12阿 里一丁目公園

2・2・14 0.09阿 里 東 公 園

2・2・15 0.13阿里東小学校前公園

2・2・16 0.86阿 里 西 公 園

2・3・17 1.07阿 里 北 公 園

2・2・18 0.94小 久保駅南公園

2・2・19 0.25小 久保駅東公園

2・2・20 0.18線 路 橋 公 園

2・2・21 0.13二 本 松 公 園

2・2・22 0.39す ず め 公 園

2・2・23 0.20は と 公 園

2・2・24 0.11は なみずき公園

2・2・25 0.92鯉 ヶ 里 公 園

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号 公 園 名

備 考区
分

規
模

番
号

路 線 番 号
　 路 線 名 　 代 表 幅 員( m ) 延長(約 m) 備 考区

分
規
模

番
号

3 4 1

3 4 2

3 4 3

3 3 4

16

16

16

28

3,750

5,280

3,440

2,330

4,850

鷹原駅付近に地積約3,500㎡
の交通広場を設ける。
芳丸3・3・5号と立体交差。

牛方駅付近に地積約2,400㎡
の交通広場を設ける。

緑原急行電鉄線と立体交差。

大 山 横 沢 線

牛 方 黒 志 線

牛 方 芳 丸 線

緑 原 街 道 線

3 3 5 25ニ ュ ー タ ウ ン 線

2,5703 4 7 16

16

大 山 石 町 線

緑原急行電鉄線と立体交差。2,7803 4 8 奥 鷹 原 野 線

16 2,3903 4 9 辰 戸 鯉 ヶ 里 線

16 4,1903 4 12 芳 丸 阿 里 谷 戸 線

16 2,7803 4 14 小 稲 住 宅 線

16 1,7203 4 15 文 谷 小 久 保 線

25 4,2603 3 16 横 沢 竹 守 線

16 1,6603 3 17 八 幡 松 郷 線

20 470

7 370

6 580

6 40

6 460

6 270

6 370

7 4 1 小 久 保 駅 東 線

芳鉄緑付 1 都市高速鉄道緑原急行電鉄線 付 属 街 路 第 1 号 線
都市高速鉄道緑原急行電鉄
線 付 属 街 路 第 2 号 線
都市高速鉄道緑原急行電鉄
線 付 属 街 路 第 3 号 線
都市高速鉄道緑原急行電鉄
線 付 属 街 路 第 4 号 線
都市高速鉄道緑原急行電鉄
線 付 属 街 路 第 5 号 線
都市高速鉄道緑原急行電鉄
線 付 属 街 路 第 6 号 線

芳鉄緑付 2

芳鉄緑付 3

芳鉄緑付 4

芳鉄緑付 5

芳鉄緑付 6

12 8803 4 13 八 太 台 小 稲 線

4203 4 6 16牛 方 駅 北 口 線

芳丸駅付近に地積約4,300㎡
の交通広場を設ける。2103 4 10 16芳 丸 駅 南 口 線

芳丸駅付近に地積約5,100㎡
の交通広場を設ける。
小久保駅付近に地積約4,000
㎡の交通広場を設ける。

1803 4 11 20芳 丸 駅 北 口 線

路 線 番 号
　 路 線 名 　 代 表 幅 員( m ) 延長(約 m) 備 考区

分
規
模

番
号

6 860

6 1,380

8 7 1 ニュータウン南北線

8 7 2 ニュータウン東西線

●都市高速鉄道

●公共下水道

●流域下水道

　 路 線 名 　

名 称

名 称

排 水 区 域 面 積 ( 約 h a ）

芳 丸 市 公 共 下 水 道

構 造

延長(約 m) 形 式
備 考

備 考

6

嵩上式

嵩上式

2,160

1,713

緑 原 電 鉄 本 線

緑 原 電 鉄 溝 淵 線

●特別緑地保全地区

●地区計画

●駐車場整備地区

●高度地区

◇都市計画施設の区域内における建築規制

◇建蔽率

名 称

名 称

芳丸駅周辺地区地区計画 芳丸市芳丸一丁目、芳丸二丁目、芳丸三丁目及
び小稲各地内

位 置

面 積 ( 約 h a ）

面積(約ha）

沢下西特別緑地保全地区

備 考

4.12

41.1

小久保駅周辺地区地区計画 芳丸市小久保中央一丁目、小久保中央二丁目及
び小久保中央三丁三丁目各地内

小 稲 東 部 地 区 地 区 計 画 芳丸市小稲地内

49.9

加 福 西 部 地 区 地 区 計 画 芳丸市加福一丁目、加福二丁目及び八太台三丁
目各地内 32.0

竹守ニュータウン地区地区計画 芳丸市竹守一丁目、竹守二丁目、竹守三丁目及び竹守四丁目各地内 59.0

阿 里 地 区 地 区 計 画 芳丸市阿里一丁目、阿里二丁目及び阿里三丁目
各地内 55.9

北 山 地 区 地 区 計 画 芳丸市北山一丁目、北山二丁目、北山三丁目、
北山四丁目及び北山五丁目各地内 60.7

八 太 地 区 地 区 計 画 芳丸市八太台一丁目、八太台二丁目、八太台三
丁目及び八太台四丁目各地内 75.7

11.6

椚 ヶ 丘 地 区 地 区 計 画 芳丸市竹守町地内 6.9

松 尾 台 地 区 地 区 計 画 芳丸市小久保町地内 4.1

加福三丁目地区地区計画 芳丸市加福一丁目及び加福三丁目各地内 25.9

加福四丁目地区地区計画 芳丸市加福四丁目地内 32.1

鷹原第一住宅地区地区計画 芳丸市鷹原一丁目地内 3.9

沢下四丁目地区地区計画 芳丸市下沢四丁目地内 8.2

松 尾 下 地 区 地 区 計 画 芳丸市小久保町地内 7.6

沢 下 さ く ら 地 区 計 画 芳丸市下沢二丁目地内 10.1

つ ば き 平 地 区 計 画 芳丸市牛方四丁目地内 13.6

四 季 の 原 地 区 計 画 芳丸市牛方二丁目地内 2.5

牡 丹 ヶ 丘 地 区 地 区 計 画 芳丸市牡丹ヶ丘一丁目及び牡丹ヶ丘二丁目各地内 28.4

み ず き 台 地 区 地 区 計 画 芳丸市みずき台一丁目及びみずき台二丁目各地内 40.9

幹線延長（約 m)

緑 原 右 岸 流 域 下 水 道

備 考

5,640 市域のみの延長

市域のみの延長

●ごみ処理施設
名 称

面 積 （ 約 h a )

芳丸市ごみ処理場

処 理 場 名番 号

1

備 考

3.5

●ごみ焼却場
名 称 面 積 （ 約 h a )

芳 丸 市 ご み 焼 却 場

備 考

3.5

名 称 面 積 （ 約 h a )

芳丸駅周辺駐車場整備地区

種 類 面 積 建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度備 考

5ｍ

1
0.6

真北→

真北→

隣地境界線

隣地境界線

約997.7ha
60.3%

建築物の各部分の高さ（地盤面か
らの高さによる。以下同じ。）
は、当該部分から前面道路の反対
側の境界線又は隣地境界線までの
真北方向の水平距離の0.6倍に5m
を加えたものとする。

建築物の各部分の高さは、当該部
分から前面道路の反対側の境界線
又は隣地境界線までの真北方向の
水平距離が8m以内の範囲にあって
は、当該水平距離の1.25倍に5mを
加えたもの以下とし、当該真北方
向の水平距離が8mを越える範囲に
あっては、当該水平距離から8mを
減じたものの0.6倍に15mを加えた
もの以下とする。

建築物の各部分の高さは、当該部
分から前面道路の反対側の境界線
又は隣地境界線までの真北方向の
水平距離が8m以内の範囲にあって
は、当該水平距離の1.25m倍に
10mを加えたもの以下とし、当該
真北方向の水平距離が8mを越える
範囲にあっては、当該水平距離か
ら8mを減じたものの0.6倍に20m
を加えたもの以下とする。

約569.8ha
34.5%

約66.7ha
4.0%

約1634.2ha
98.8%

第 1 種高度地区

第 2種高度地区

第 3種高度地区

合 計

備 考

27.2

●駐車場整備地区
名 称 面 積 （ 約 h a )

芳丸駅周辺駐車場整備地区

備 考

27.2

●火葬場

●地域冷暖房施設

●土地区画整理事業

●新住宅市街地開発事業

●一団地の住宅施設

名 称

名 称

名 称 面積（約 ha)

芳 丸 駅 周 辺

小 久 保 駅 周 辺

八 太 地 区

小久保駅周辺地域冷暖房施設

導 管 熱 発 生 所 施 設

洞道延長(約　m） 施設面積（約㎡）

面 積 （ 約 h a )

芳 丸 市 火 葬 場

火 葬 場 名番 号

1

備 考

備 考

備 考

1.59

3,000270

75.7

41.1

名 称

名 称番 号

1

2

面積（約 ha)

芳 丸 溝 淵

備 考

備 考

200.4

面積（約 ha) 施 行 者

溝淵県住宅供給公社

溝淵県住宅供給公社

小 稲

牛 方

備 考

24.0

4.7

47.3

●熱供給基幹施設
名 称

牛 方 地 区 熱 供 給 基 幹 施 設

近隣公園
名 称 面 積

（ 約 h a ）番 号

3・4・1 4.35

公 園 名

加 福 第 二 公 園

3・3・2 1.68阿 里 公 園

3・3・3 1.53竹 守 公 園

3・3・4 2.18次 郎 坂 公 園

3・3・5 3.77沢 下 公 園

羽 谷 戸 奥 公 園3・4・6 4.73

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号 公 園 名

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号

1

2

3

4

5.83

緑 地 名

緑 原 川 緑 地

21.91芳 丸 北 緑 地

0.80加 福 南 緑 地

1.09八 太 北 緑 地

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号 緑 地 名

地区公園
名 称 面 積

（ 約 h a ）番 号

4・4・1 6.00

公 園 名

加 福 第 一 公 園 4・4・2 4.70大 山 東 公 園

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号 公 園 名

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号

7・5・2 46.04

公 園 名

竹 守 沢 公 園 7・5・2 18.70大 山 公 園

名 称 面 積
（ 約 h a ）番 号 公 園 名

総合公園
名 称 面 積

（ 約 h a ）番 号

5・4・1 9.57

公 園 名

芳 丸 河 原 公 園

特殊公園

　建築物の建築面積（同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合は、その建築面積
の合計）の敷地面積に対する割合。
　例えば、建蔽率が60％の地域で、敷地面積が100㎡の場合は、100㎡×0.6=60㎡
となりますから、建築面積は60㎡以下としなければなりません。

（建築の基準）
　都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、
当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならな
い。

一　当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築
物について定めるものに適合するものであること。

二　当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市
施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外
において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそ
れがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整
備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上
支障がないものとして政令で定める場合に限る。

三　当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却する
ことができるものであると認められること。

イ　階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ　主要構造部（建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。）が木

造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
（都市計画法第54条抜粋）

（建築の許可）
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしよ
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受け
なければならない。

（都市計画法第53条抜粋）

建築面積

敷地面積
道路

◇容積率
　建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。
　例えば、容積率が80％の地域で、敷地面積が100㎡の場合は、100㎡×0.8=80㎡
となりますから、延べ面積は80㎡以下としなければなりません。
　ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、該当前面道
路の幅員から計算した容積率と比較し、低い方の容積率を適用します。

道路
敷地面積

各階床面積の合計

1

1
1.25

0.6

5ｍ

8ｍ

15ｍ

真北→

隣地境界線

1

1
1.25

0.6

10ｍ

8ｍ

20ｍ


